
《野木町賃借料情報》 
 

 令和６年１月から令和６年１２月までに締結（告示）された賃貸借における賃貸料水準 

（１０ａ当たり）は、以下のとおりとなっております。 

 

  令和７年 ３月２１日 

                                       野木町農業委員会 
 
                                             （１０ａ当たり） 

  

平均額（円） 

 

最高額（円） 

 

最低額（円） 

 

データ数（筆） 備考 

田（水稲） １０，１３７ ３０，７６４ ２，１５８ ２８１ 

 

畑 

  

７，２１３ 

  

２４，２１３ ２，６３２ １２１ 

 

 

＊ １ データ数は、集計に用いた筆数である。 

    なお、賃借料が水利費および電気代相当額とされているものは除く。 

＊ ２ 賃借料を物納支給（水稲）としている場合は、６０㎏当たり２０，７６６円に換算している。 

  ＜参考＞ 前年金額 １１，０６６円／６０㎏ 

＊ ３ 賃借料は、当事者間での協議に基づいて設定されたものである。 

＊ ４ 期間中の使用貸借権設定による貸借は、田：８１筆、畑：１３筆である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

問い合わせ先 

野木町農業委員会 

電話０２８０－５７－４１０９ 

 


